
令和７年１０月７日 

【件名】 

【注意喚起】邦人被害の窃盗及び傷害事件の発生  

 

【ポイント】  

・アディスアベバ市内において、邦人被害の窃盗及び傷害事件が発生。 

・携帯電話等を狙った窃盗事件、強盗事件が昼夜を問わず発生。 

・特に早朝・夜間の徒歩移動は避けてください。 

・犯罪被害に遭ったときは、すぐに日本大使館へ連絡願います。  

 

【本文】  

１．アディスアベバ市内において、以下のとおり、邦人被害の窃盗及び傷害事件が発生しま

した。 

（１）発生日時 

 １０月５日（日）午後３時３０分頃 

（２）場所 

アラダ地区、アンバサダーモール前路上 

（３）事案の概要 

 被害者はアンバサダーモールを出て、徒歩で南方へ移動中、対向から歩いてきた３人組の

男性に「雑貨を買え」と声を掛けられた。そのうち 1人に右腕を強く掴まれ、気付かぬうち

に肩掛けカバンに入れていた携帯電話機２台を奪われた。３人組のうち他の２人は、掴みか

かった男を被害者から引き離そうとする素振りを見せていたが、犯行後は３人全員で北方

へ立ち去った。加害者はいずれも１０代の黒人男性であった。被害者は右腕を強く掴まれた

ことにより、右上腕部に挫創を負った。 

２．犯罪被害に遭わないために  

（１）アディスアベバ市内では、昼夜を問わず歩行中の窃盗（スリ・ひったくり）及び強盗

被害が多発しています。エチオピア人同様、外国人もいつでも標的になり得ます。徒歩移動

の際は、常に狙われていると自覚する必要があります。 特に早朝・夜間の徒歩移動は避け

てください。 

（２）窃盗（スリ・ひったくり）及び強盗事案は、腕を掴む・水や唾をかける・物を売るそ

ぶりで執拗にまとわりつく等して注意を引き、貴重品を盗む手口が殆どです。携帯電話を所

持していることが外見上明らかで、身体に結着していない場合は被害に遭う可能性が高ま

ります。財布、携帯電話などの貴重品にはチェーンやストラップを付け、着衣や身体に結着

し、外見上他者から見えないようにして携帯するよう努めてください。 

（３）常に周囲を警戒し、接近してくる不審な人物を認めるなど異変を感じた場合はすぐに

その場を離れ、街頭の警察官や周囲の人に分かりやすい言葉で助けを求めて下さい。 



（４）相手が銃器や刃物を所持して脅迫してきた場合は、生命の安全を最優先させ、抵抗す

ることなく従って下さい。 

 

３．万が一、犯罪の被害に遭われた場合には、すぐに下記連絡先までご連絡願います。 

以上 

 


